
千葉市水道局総合評価落札方式実施要領 

 

 

 千葉市水道局総合評価落札方式実施要領については、千葉市総合評価落札方

式実施要領の例による。この場合において、第６条第１項中「当該工事担当課

の属する」を「水道局長が依頼する局が設置する」と、読み替えるものとする。 

 

 

附 則  

 

この要領は、平成２０年６月１日から施行する。 

 

附 則 

 

この要領は、平成２３年７月１日から施行する。 

 

附 則 

 

この要領は、令和５年３月３１日から施行する。 

 


